
江西小肩脊地区スクールタクシー運行業務委託（単価契約） 仕様書 

 

 

１ 運行の目的 

岡山市東区瀬戸町肩脊地区の児童の通学の手段としてスクールタクシーを運行し、

通学の利便を図ることを目的とする。 

 

２ 入札及び契約方法 

車両１台３０分あたりの単価契約とする。 

 

３ 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までとする。 

 

４ 運行車両仕様等 

(1) 運行路線・乗車人員 

 【登校時】 

（肩脊～江西小 着） 

最大乗車予定人員：５人）   

 

 【下校時】 

（江西小～肩脊 着） 

最大乗車予定人員：５人）   

 

（行事等）【往復】 

（肩脊～江西小） 

最大乗車予定人員：５人）   

 

 上記の運行車両について、最大乗車予定人員が搭乗可能なタクシーとする。 

※最大乗車予定人員は、乗務員を含む。 

 

(2) 道路運送法による旅客自動車運送事業の許可を受けた営業用車両とする。 

 

５ スクールタクシー運行経路及びタクシー停車位置 

(1) 運行経路及びタクシー停車位置については、別紙「建部町スクールタクシー運行経路

図」のとおりとする。（タクシー停留所の詳細な図面等については、入札後落札業者に

配布する） 

(2) 契約期間中に路線の経路の変更を要する場合は、別途協議することとする。 

 

６ 運 行 日 

運行日については、当該年度 4 月 1 日から 3 月 31 日までの間のうち、次に掲げる学

校の休業日等を除いた日とする。ただし、ａからｆに掲げる休業日については、授業



参観日等の定例的行事の開催により、各学校長が振替を行うことがある。（5 日程度で

多少の増減あり。） 

   ａ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

   ｂ 土曜日及び日曜日 

   ｃ 学年始休業日（4 月 1 日から 4 月 6 日） 

   ｄ 夏季休業日（7 月 19 日から 8 月 28 日） 

   ｅ 冬季休業日（12 月 25 日から 1 月 5 日） 

   ｆ 学年末休業日（3 月 26 日から 3 月 31 日） 

   ｇ 非常変災等による臨時休業等 

ただし、夏季休業中であっても、行事開催日等は運行を行うものとする。（年２日程

度で多少の増減あり。） 

また、年２日程度（多少増加する場合あり）土曜日等に授業や行事を行うことが予

定されており、その場合も運行を行うものとする。 

なお、委託者は、運行前月２０日までに「運行計画表」をもって受託者に運行日程 

を通知するものとする。ただし、やむを得ず計画を変更する場合には、速やかに受託

者へ連絡するものとする。 

 

７ 運行時刻 

運行時刻については、「標準運行時刻表」を基本とする。ただし、転校に伴う利用者

数の変動及び時間割の変更等により、多少変更する場合もある。その場合は、当該年

度の標準運行時刻表を別途通知するものとする。また、学校行事の関係で毎月多くの

運行時刻の変更が予想されるため、委託者は、運行前月２０日迄に「運行時刻変更依

頼書」をもって受託者に運行時刻の変更を依頼するものとする。 

なお、新年度当初（４月）における運行時刻等の変更については、契約後すみやか

に通知するものとする。 

また、下校便が複数便ある場合、営業所を出庫する時刻から最終の便の終了時刻ま

での間を時間制運賃の算定対象とする。 

 

  ※始業・終業・入学式・卒業式・参観日等は、下校便が 12:00 前後の出発となる。 

 

８ 乗務員の選任 

   受託者は、従業員の中から運転手及びその代行者を選任し、乗務員名簿及び運転免

許証の写しを委託者へ提出するものとする。運転者が事故その他の事由で業務を遂行

できない場合は、代行者に業務を行わせることとする。 

   また、この内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を連絡するものとする。 

 

９ 運行責任者の選任 

   受託者は、従業員の中から運行責任者（業務責任者）を選任し、運行条件を遵守さ

せるよう努めるとともに、学校側の管理者や委託者と委託業務の円滑な運営のために

随時協議を行う。 

 



10 業務報告 

   受託者は、別紙様式により毎月の運行実績報告書を作成し、翌月 10 日までに委託者

へ提出すること。 

 

11 支払方法 

   業務委託料の支払いは、月末締め請求による翌月払いとする。 

「単価」に運行実績報告書中の「合計算定時間」を乗じて得た金額を毎月の委託料

とする。 

運行実績報告書中の「算定時間」は、運行時間（分）を３０で除して得た値（小数

点以下切り上げ）とする。 

 

12 車両整備等 

   受託者は、常に車両の点検整備等を行い、児童及び生徒が常に安全かつ快適に通学

できるよう努めなければならない。 

   また、車両の故障等により、予定の運行ができない場合の代行輸送を適切に行わな

ければならない。 

 

13 法の遵守 

道路運行に関する諸法規を遵守し、常に安全に心がけ、実際の運行業務が始まるま

でに関係機関等の許認可を得ること。 

 

 

14 緊急時の対応 

交通事故その他緊急事態が発生したときは、直ちに適切な処置を講ずるとともに、

学校、委託者及び関係者に通報することとする。 

 

15 運行時刻・路線の変更等 

風水害その他の不可抗力の原因により、緊急に運行時刻あるいは路線を変更し、ま

たは、運行を中止しようとする場合は、双方でその都度協議するものとする。 

 

16 安全確保・保険加入 

(1)児童の安全に最善の注意を払い、対応すること。 

 (2)乗務前にアルコール検査を実施すること。毎月の検査結果報告書を作成し、翌月 10

日までに委託者へ提出すること。 

(3)乗車全員分の安全が確保できるとともに、万一事故等の場合を考慮して、対人、対

物及び搭乗者に対する無制限の賠償が行えるよう任意保険に加入すること。加入し

た保険証の写しを提出すること。 

 

17 運行前事前打合せ 

受託者は、契約締結後、実際の運行業務が始まるまでに、学校及び委託者と打ち合

わせを行い、運行コースを試走する等して安全を確認するものとする。 



また、運行内容に変更があった場合も同様とする。 

 

18 個人情報の取扱委託に関する覚書 

   受託者は、契約書作成に合わせて、個人情報の取扱委託に関する覚書を締結するこ

と。 

 

19 そ の 他 

(1) 受託者は、業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。 

(2) この業務に必要な機械器具類及び消耗品等は、受託者の負担とする。 

(3) 契約後直ちに、整備管理者及び運転手の選任届を提出すること。 

(4) 本仕様書に記載されていない事項については、双方で協議し、運行業務の円滑な運

営が図られるよう誠実に対応すること。 

(5) 運行回数の変更及び臨時便の運行等への対応については、甲及び乙の双方が協議の

上調整を行い、業務量等の大幅な増減が生じた場合は、契約金額の変更を行う場合

がある。 

(6) 乗務員は確認しやすい位置に名札を着用するとともに、業務を履行するにふさわし

い服装、態度を心がけること。 

(7) 検査等のために、市職員や教職員が乗車する場合がある。 


